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減災対策推進特別委員会
市民・文化観光・消防委員会　委員長
《令和元年度 市会所属委員会》

9月9日、10月12日 関東に台風上陸

9月9日の台風15号は、金沢区臨海工業団地で予想外の大波により護岸損壊、大規模な浸水被害が発生しました。
個人の被害と異なり、激甚被害や災害救助法の支援対象外ですが、今年度から始まった自治体連動型持続化補助金やセー
フティネット保証4号が適用される見込みです。横浜市は被災企業の支援へ、国にしっかりとした対応を求めています。

10月12日の台風19号は、12都県に最大級の警戒や避難を求める「大雨特別警報」が発表されて、堤防決壊71河川
135か所、住宅被害56.753棟、断水78.269戸（10月20日各省庁発表）と甚大な被害が発生しました。
気象庁は9日「命を守るため、早めの対策、避難をしてほしい」と呼びかけ、横浜市では10日に台風15号の対応を教訓に、
市長、副市長、局長等50人規模による区局長会議を開き、各局の情報共有による体制強化を図りました。

多発する自然災害、我々は共存しなくてはいけないと考えます。
行政が先入観と受け止められるリスクを承知し、住民に事前の対策や最大級の呼び掛けは、「命を守る最善の避難活動」
と思います。この2つの大型台風は、横浜市にさまざまな教訓を残しました。それらを事細かに検証し、今後に活かすこ
とが「次の備え」になります。
私は、この2つの台風で改めて「水の力の脅威」を痛感、被害を精査し災害救助都市の実現に取組んだ時に学び得た
「横浜市の持つ総合力による救助活動・被災者支援活動」が最大限に活かせる仕組みづくりに取組んでまいります。

横浜市は「災害救助実施市」として、
　　　　市民の安心・安全へ向けて検証を。

私は、平成30年の予算特別委員会で、「横浜市など指定都市が災害救助法における救助の実施権限を道府県から移譲」
を要望し、同年9月、横浜市会は意見書を国に提出しました。その後も小此木八郎防災担当大臣（当時）と議論し要望を重ね、
国は平成31年４月1日改正災害救助法が施行され、横浜市は県を介さず政府と直接交渉できる「救助実施市」となり、
大都市としての総合力を活かした救助活動を柔軟・迅速・円滑に実施できるようになりました。

9月９日未明に関東に上陸した台風15号は、市内で最大瞬間風速41.8m、1時間あたりの雨量72mmと記録的な暴風雨と
なり、床下・床上浸水、損壊の住宅被害が873件、事業所などの被害が482件、道路被害が23件、がけ崩れ・土砂流出などが
35件、ブロック塀倒壊や倒木などが693件、冠水が44件、その他破損・飛散物による被害が840件と過去に例を見ない被
害が発生しました。また、金沢区福浦・幸浦地区の工業団地では10ｍを超える高波で、約1キロにわたり護岸が損壊し、
471事業所で機器が水没するなどの浸水被害に見舞われました。

横浜市は　 9月13日に市長、副市長及び関係区局長による「台風15号に伴う被害
対策会議」を開催、市民生活や事業活動への影響を最小限に抑えるための対策・支援
と併せて、国の災害復旧事業の対象となるよう政府に要請しました。
また金沢区の護岸の応急復旧作業を実施し、被災企業事業者へ救済・支援制度を適
用するとともに資金繰りや経営支援のための特別相談窓口を設置しました。

自民党横浜市会議員団は　浸水被害を受けた金沢区の中小企業再建に向けて、
9月18日金沢臨海工業団地の被災現場を視察。同時に現地視察を行った菅義偉官房
長官へ、被災企業への再建に向けた要望書を提出しました。
菅官房長官より、「中小企業が将来に向け安心して仕事を続けられるよう、政府とし
て前向きに支援していく。既存制度を拡充し、小規模事業者持続化補助金の適用、
セーフティーネット保障などの発動を早期に検討する」との回答を得ました。

自民党市議団は、政府に再建支援要望を提出
～市民生活、事業活動の再建に向けた支援へ～




